
水曜日の窓口延長の運用を一部変更します

202５年８月から

東浦町政策企画部人事課 0562-83-3111（内線223）

202６年３月まで、開庁時間短縮の試行期間を延長します

開庁時間及び電話受付時間

８：４５～１６：００（変更なし）

水曜日の延長窓口

役場庁舎の全課、
保健センターで水曜日の
窓口延長（20時まで）を
実施

一部課のみ水曜日の
窓口延長（20時まで）
を実施

*

*一部の課とは、
住民課・保険医療課・障がい福祉課・ふくし課・子育て
支援課・税務課・教育課・会計課です。
保健センター及び役場のその他の課へ手続等で来庁希望の際は事
前予約対応とします。

その他利用可能なサービス

①行政サービスコーナー（イオンモール東浦内）
土日を含む毎日午後７：３０まで
住民票交付や納税など対応可能

②証明書のコンビニ交付（実施予定）
2026年３月からコンビニで
住民票・印鑑証明書・所得証明書が
発行できるように準備を進めています。 行政サービスコーナー


